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常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会
の

委
員
を
改
選
し
ま
し
た

常
任
委
員
会
（
総
務
・
建
設
環
境
・
文
教
福
祉
・
経
済

企
業
）
・
議
会
運
営
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
二
年
と

定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
今
定
例
会
で
改
選
さ
れ
ま
し

た
。

新
し
い
委
員
会
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

所
管
事
務
調
査
事
項

○
行
財
政
の
運
営
に
関
す
る
諸
問
題
の
調
査

○
総
合
計
画
の
策
定
推
進
等
に
関
す
る
諸
問

題
の
調
査

　

市
民
の
皆
様
に
は
、
日
ご
ろ
よ
り
市
議
会
に
対
し
ま

し
て
、
深
い
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ
き
心
か
ら
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
ど
も
は
、
去
る
九
月
三
十
日
に
開
か
れ
ま
し
た
九

月
定
例
会
閉
会
日
に
お
き
ま
し
て
、
八
代
市
議
会
議

長
、
八
代
市
議
会
副
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
の
職
責
の
重
さ
を
十
分
認
識
し
、
よ
り
信
頼
さ
れ

る
議
会
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

　

さ
て
、
近
年
、
日
本
各
地
で
豪
雨
や
台
風
の
影
響
に

伴
い
、
甚
大
な
被
害
が
多
発
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

い
ま
だ
平
成
二
十
八
年
の
熊
本
地
震
の
爪
跡
も
残
る

中
、
本
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
防
災
対
策
は
も
と
よ
り
、

深
刻
な
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
社
会
を
迎
え
、
行
政

課
題
も
山
積
し
て
お
り
、
よ
り
一
層
厳
し
い
市
政
の
運

営
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
多
岐
に

わ
た
る
課
題
へ
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
中
、
そ
し

て
地
方
分
権
時
代
が
本
格
化
す
る
今
、
市
議
会
の
果
た

す
役
割
と
責
任
は
、
従
前
に
増
し
て
格
段
に
重
要
に

な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

市
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
今
後
一
層
、
こ
れ
ら

の
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
そ
の
役
割
と
重
責
を
改

め
て
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
開
か
れ
た
議
会
を
目

指
し
な
が
ら
、
審
議
・
議
決
機
関
と
し
て
の
機
能
を
最

大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
皆
様
の
負
託

に
応
え
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
市
議

会
に
対
し
、
一
層
の
御
支
援
、
御
協
力
を
賜
わ
り
ま
す

よ
う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
御
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。

八
代
市
議
会　

議　

長　

上
村　

哲
三

　
　
　
　
　
　
　
　

副
議
長　

成
松
由
紀
夫

正
副
議
長 

就
任
挨
拶

正
副
議
長 

就
任
挨
拶

総務委員会

太
田
広
則

成
松
由
紀
夫

橋
本
幸
一
（
委
員
長
）

中
村
和
美

金
子
昌
平
（
副
委
員
長
）

堀
　
徹
男

橋
本
徳
一
郎
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所管事務調査事項

○都市計画・建設工事に関する諸問題の調査

○生活環境に関する諸問題の調査

建設環境委員会

橋
本
隆
一

髙
山
正
夫

増
田
一
喜
（
委
員
長
）

福
嶋
安
徳

北
園
武
広
（
副
委
員
長
）

庄
野
末
藏

大
倉
裕
一

所管事務調査事項

○教育に関する諸問題の調査

○保健・福祉に関する諸問題の調査

文教福祉委員会

百
田
　
隆

前
川
祥
子

西
濵
和
博
（
委
員
長
）

古
嶋
津
義

村
山
俊
臣
（
副
委
員
長
）

村
上
光
則

亀
田
英
雄

所管事務調査事項

○産業・経済の振興に関する諸問題の調査

○水道事業に関する諸問題の調査

経済企業委員会

田
方
芳
信

上
村
哲
三

村
川
清
則
（
委
員
長
）

鈴
木
田
幸
一

谷
川
　
登
（
副
委
員
長
）

山
本
幸
廣

野
﨑
伸
也

所管事務調査事項
○議会の運営に関する事項
○議会の会議規則、委員会に関する条例等に
関する事項
○議長の諮問に関する事項

議会運営委員会

金
子
昌
平

増
田
一
喜

田
方
芳
信

福
嶋
安
徳
（
委
員
長
）

村
川
清
則

山
本
幸
廣

橋
本
幸
一
（
副
委
員
長
）

中
村
和
美

亀
田
英
雄

大
倉
裕
一
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条例制定・改正など

可決◆ 八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
　 関する基準を定める条例の一部改正について

可決

　子ども・子育て支援法、同法施行令及び同法施行規則の一部改正に伴い、
所要の改正を行うもの（令和元年１０月 1日施行）
（改正内容）
①３～５歳の全ての子ども及び０～２歳の市町村民税非課税世帯の子ども
の利用者負担（保育料）の無償化
②利用者負担額等の決定に係る通知事項の変更
③用語の改正　
　　支給認定保護者等→教育・保育給付認定保護者等
　　支給認定子ども→教育・保育給付認定子ども

◆ 八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者
　 負担額等に関する条例の一部改正について

　９月定例会は、９月１０日から９月３０日まで開催され、
条例議案１５件、予算議案３件、決算議案３件、発議Ⅰ件、
人事案件３件、その他６件を審議しました。
　主な議案は次のとおりです。

9 月定例会

YATSUSHIROSHI

GIKAI

　子ども・子育て支援法の一部改正により特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の運営に関する基準（内閣府令）が一部改正されたことに伴い、
所要の改正を行うもの
（改正内容）
①特定地域型保育事業者による当該保育の提供終了後の連携施設の確保義
務の緩和等に関する改正
②題名の改正　
　「八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例」に改正
③用語の改正　支給認定保護者等→教育・保育給付認定保護者等
　　　　　　　支給認定子ども→教育・保育給付認定子ども
④食事の提供に要する費用の取扱いの変更
⑤新たに創設された子育てのための施設等
　　利用給付に係る特定子ども・子育て支援
　　施設等（認可外保育施設等）における
　　運営基準の追加

（①公布の日施行、②～⑤令和元年１０月１日施行）
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可決
　奨学資金貸付制度における貸付申請者の増加を図るため、令和２年度の奨
学生募集時から貸付額を増額するに当たり、所要の改正を行うもの

（令和２年４月１日施行）
（貸付月額）
　①高等学校、高等専門学校（１～３学年）
　　・国立・公立の場合　１５,０００円以内　→　２０,０００円以内
　　・私立の場合　　　　２０,０００円以内　→　３０,０００円以内
　②大学、短期大学、専門学校、高等専門学校（４・５学年）
　　・国立・公立の場合　３０,０００円以内　→　４５,０００円以内
　　・私立の場合　　　　３５,０００円以内　→　５０,０００円以内

◆ 八代市奨学資金貸付に関する条例の一部改正について

◆ 契約の締結について
　予定価格１億５,０００万円以上の工事請負契約の締結について、八代市議会の議
決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの

　工 事 名：高田コミュニティセンター
　　　　　　改築工事
　工事場所：八代市本野町字稲重５０５－１
　　　　　　外５筆
　契約金額：２２５,８３０,０００円
　相 手 方：平松建設・鶴山建設建設工事
　　　　　　共同企業体

工 事 名：八代市新庁舎建設工事
工事場所：八代市松江城町１番２５号
契約金額：１２,９８０,０００,０００円
相 手 方：前田建設工業・和久田建設
　　　　　・松島建設建設工業共同企業体

工 事 名：八代市防災行政情報通信システム整備委託
契約金額：１,４９６,０００,０００円
相 手 方：NTT西日本・フィールドテクノ八代市防災行政情報通信システム整備共同企業体

外観イメージ図

外観イメージ図

可決

可決

可決

業 務 名：八代市新庁舎建設に係るCLT製造等業務
契約金額：２０２,４００,０００円
相 手 方：八代森林組合

可決
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予 算 （主なものを抜粋して掲載）

◆ シンボルロード整備事業

５億５,４３２万円

４２,６００千円

可決

　市道本町一丁目２号線（シンボルロード）については、新庁舎を核とした中心市街
地のまちづくり促進と大型クルーズ客船入港に伴うインバウンド需要の取り組みを目
的とし、国と県、ロイヤルカリビアン・クルーズ社が取り組んでいる「くまモンポー
ト八代」に合わせ令和２年３月の完成を目指し、誰からも親しまれ、賑わいのある施
設となるようオープンスペース等を設けることとしており、その整備に要する経費を
増額補正するもの。
シンボルロード整備工事【増額】１００,０００千円→１４２,６００千円
　オープンスペース等　１８,７００千円→４５,０００千円（２６,３００千円増）
　舗装工事　　　　　　３７,４００千円→５０,８００千円（１３,４００千円増）
　電気設備工事　　　　１４,５００千円→１７,４００千円（　２,９００千円増）

可決

　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）の
一部改正に伴い、所要の改正を行うもの（公布の日施行）
（改正内容）
　放課後児童支援員の資格要件のひとつとして、都道府県知事が行う放課後
児童支援員認定資格研修の修了があるが、政令指定都市の長が行う研修につ
いても有効とするもの

◆ 八代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
　 基準を定める条例の一部改正について

可決

　水道法の一部改正により指定給水装置工事事業者への指定の更新制（５年
間）が導入されたことに伴い、当該更新に係る手数料を徴収するに当たり、
関係条例について所要の改正を行うもの（令和元年１０月 1日施行）

◆ 八代市水道事業給水条例及び八代市簡易水道事業給水条例の
　 一部改正について

本町アーケード側から
庁舎側を見た
完成イメージ図

　　　　　 一般会計補正予算令和元年度 特別会計補正予算
　　　　　 一般会計補正予算令和元年度 特別会計補正予算

（ ）
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◆ 不妊治療助成事業

　県が１０月から「少子化対策総合交付金事業」を実施することに伴い、保険適用外
である人工授精に要した自己負担額に対して、治療期間の初日における妻の年齢が４
１歳未満である夫婦１組につき１年度あたり５万円を上限として助成するもの。

　一般不妊治療費助成：２,５００千円（５０千円×５０組）

◆ 八代畳表認知向上・需要拡大事業

　国産畳表のシェア拡大を図るため、企業等と連携して八代産畳表の優位性・認知向
上に向けた全国規模の広告宣伝、民間構築物への八代産畳表の導入、八代産畳表加工
製品の販売促進を目指す実行組織に対して事業経費の一部を負担するもの。
　負担金は、協力企業等から寄附金を募り、集まった寄附金額に応じて市が上乗せし
て負担する。
　八代産畳表認知向上・需要拡大事業負担金
　　　　事業主体：八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会（仮称）
　　　　事業内容：協議会の設立
　　　　事 業 費：４,５００千円
　　　　負担金額：４,５００千円（内市上乗せ額１,５００千円：寄附金額の１/２以内）

◆ 民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業

　八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）新築工事
について、入札に付した結果、入札不落と
なったため、改めて積算を行い不足する経費
について補正するもの。
　建設工事費【増額】
　　　　３７３,４８０千円→３８７,４８０千円
　　　　　　　　　　（差額１４,０００千円）
（継続費設定）　　
　　　　９３３,７００千円→９７８,７００千円
　　　　　　　　　　（差額４５,０００千円）

外観イメージ図

【継続費の変更】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

項　目

工事監理業務委託

展示物等制作業務委託

建設工事費

　　　総　額

36,800

175,500

933,700

1,146,000

11,040

52,650

373,480

437,170

25,760

122,850

560,220

708,830

36,800

175,500

978,700

1,191,000

11,040

52,650

387,480

451,170

20,610

98,280

472,980

591,870

5,150

24,570

118,240

147,960

変　更　前

令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

変　更　後

１４,０００千円

４,５００千円

２,５００千円
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経
済
企
業
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

委
員
長
報
告

委
員
長
報
告

委
員
長
報
告

　

付
託
さ
れ
た
予
算
案
一
件
、
条
例
案
一
件
、
事
件
六

件
、
決
算
一
件
及
び
請
願
一
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

・
議
案
第
五
十
四
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正

予
算
・
第
六
号
（
関
係
分
）

・
議
案
第
六
十
四
号
・
八
代
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

の
二
件
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一
致
で
、
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、

・
議
案
第
五
十
六
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正

予
算
・
第
三
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告
及
び

そ
の
承
認
に
つ
い
て

・
議
案
第
五
十
七
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正

予
算
・
第
四
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告
及
び

そ
の
承
認
に
つ
い
て

・
議
案
第
五
十
八
号
・
高
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
改
築

工
事
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

・
議
案
第
七
十
五
号
・
八
代
市
防
災
行
政
情
報
通
信
シ
ス
テ

ム
整
備
委
託
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

・
議
案
第
七
十
七
号
・
八
代
市
新
庁
舎
建
設
に
係
る
Ｃ
Ｌ
Ｔ

製
造
等
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

の
五
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
承
認
及
び
可
決
し
ま
し
た
。

次
に

・
議
案
第
七
十
六
号
・
八
代
市
新
庁
舎
建
設
工
事
に
係
る

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

意
見　

「
今
回
の
よ
う
な
大
型
事
業
に
お
け
る
制
限
付

一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
、
応
札
者
が
一
グ
ル
ー
プ
し

か
な
い
と
い
う
結
果
は
、
前
例
が
な
か
っ
た
よ
う
な
気

が
す
る
。
今
回
の
入
札
方
法
及
び
新
庁
舎
の
必
要
性
に

つ
い
て
は
、
理
解
す
る
も
の
の
、
予
定
価
格
が
高
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
、
今
回
の
契
約
案
に

は
賛
同
し
か
ね
る
。」
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
、
本
契
約
案
一
件
に
つ
い
て
、
慎
重
に
審
査
し

た
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
議
案
第
五
十
三
号
・
平
成
三
十
年
度
八
代
市
下
水
道
事

業
会
計
利
益
の
処
分
及
び
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

で
す
が
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一
致
で
、
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
請
願
第
一
号
・
市
道
腰
越(

こ
し
ご
え)

平(

だ
い
ら)

線

(

せ
ん)

の
早
期
災
害
復
旧
に
つ
い
て

で
す
が
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
そ
の
趣
旨
を
了
と

し
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
採
択
と
し
ま
し
た
。

　

付
託
さ
れ
た
予
算
案
一
件
、
条
例
案
二
件
、
事
件
二

件
、
及
び
決
算
二
件
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
議
案
第
五
十
四
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補

正
予
算
・
第
六
号
（
関
係
分
）

・
議
案
第
七
十
二
号
・
八
代
市
市
民
農
園
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

・
議
案
第
七
十
三
号
・
八
代
市
水
道
事
業
給
水
条
例
及
び

八
代
市
簡
易
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

の
三
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
議
案
第
五
十
六
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補

正
予
算
・
第
三
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告

及
び
そ
の
承
認
に
つ
い
て

・
議
案
第
五
十
七
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補

正
予
算
・
第
四
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告

及
び
そ
の
承
認
に
つ
い
て

の
二
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
承
認
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
議
案
第
五
十
一
号
・
平
成
三
十
年
度
八
代
市
水
道
事
業

会
計
利
益
の
処
分
及
び
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

・
議
案
第
五
十
二
号
・
平
成
三
十
年
度
八
代
市
病
院
事
業

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

の
二
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

・
議
案
第
六
十
五
号
・
八
代
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
六
号
・
八
代
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
七
号
・
八
代
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
八
号
・
八
代
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
九
号
・
八
代
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
負
担
額
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
七
十
号
・
八
代
市
奨
学
資
金
貸
付
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
七
十
一
号
・
八
代
市
立
小
学
校
設
置
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

の
九
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
請
願
第
二
号
・
教
職
員
定
数
の
改
善
及
び
義
務
教
育
に

係
る
確
実
な
財
源
保
障
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
方
に
つ

い
て

で
す
が
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
そ
の
趣
旨
を
了
と

し
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
採
択
と
決
し
ま
し
た
。

文
教
福
祉
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た 

予
算
案
二
件
、
条
例
案
七
件
、
及
び
請
願

一
件
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
議
案
第
五
十
四
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補

正
予
算
・
第
六
号
（
関
係
分
）

・
議
案
第
五
十
五
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
・
第
二
号

　

付
託
さ
れ
た
予
算
案
一
件
、
条
例
案
五
件
、
及
び
事
件

二
件
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
議
案
第
五
十
四
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正

予
算
・
第
六
号
（
関
係
分
）

・
議
案
第
五
十
九
号
・
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
号
・
八
代
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
一
号
・
八
代
市
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続

及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
二
号
・
八
代
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任
用
、

服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
三
号
・
八
代
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

の
六
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
議
案
第
五
十
六
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補

正
予
算
・
第
三
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告

及
び
そ
の
承
認
に
つ
い
て

・
議
案
第
五
十
七
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正

予
算
・
第
四
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告
及
び

そ
の
承
認
に
つ
い
て

の
二
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
承
認
し
ま
し
た
。



9 市議会だより第57号 （令和元年９月定例会）

総
務
委
員
会

　9月28日（土）に、球磨川河川敷において、八代市総合防災訓練が
行われました。
　陸上自衛隊を初めとする、約600名、26の関係団体が参加し、堤
防復旧・土砂災害対応・救援物資搬送など、近年頻発する風水害と球
磨川氾濫を想定したさまざまな訓練が、実践さながらの緊迫した中で
行われました。
　議員の見学とあわせ、人命救助訓練や放水訓
練において2名の議員が消防団員として参加さ
れました。
　日ごろの訓練と防災に対する準備の重要性
と、市民の生命・財産を守ることがいかに大事
かを改めて実感した訓練となりました。

・
議
案
第
六
十
五
号
・
八
代
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
六
号
・
八
代
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
七
号
・
八
代
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
八
号
・
八
代
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
九
号
・
八
代
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
負
担
額
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
七
十
号
・
八
代
市
奨
学
資
金
貸
付
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
七
十
一
号
・
八
代
市
立
小
学
校
設
置
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

の
九
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
請
願
第
二
号
・
教
職
員
定
数
の
改
善
及
び
義
務
教
育
に

係
る
確
実
な
財
源
保
障
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
方
に
つ

い
て

で
す
が
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
そ
の
趣
旨
を
了
と

し
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
採
択
と
決
し
ま
し
た
。

　

付
託
さ
れ
た 

予
算
案
二
件
、
条
例
案
七
件
、
及
び
請
願

一
件
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
議
案
第
五
十
四
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補

正
予
算
・
第
六
号
（
関
係
分
）

・
議
案
第
五
十
五
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
・
第
二
号

　

付
託
さ
れ
た
予
算
案
一
件
、
条
例
案
五
件
、
及
び
事
件

二
件
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
議
案
第
五
十
四
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正

予
算
・
第
六
号
（
関
係
分
）

・
議
案
第
五
十
九
号
・
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
号
・
八
代
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
一
号
・
八
代
市
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続

及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
二
号
・
八
代
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任
用
、

服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
議
案
第
六
十
三
号
・
八
代
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

の
六
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

・
議
案
第
五
十
六
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補

正
予
算
・
第
三
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告

及
び
そ
の
承
認
に
つ
い
て

・
議
案
第
五
十
七
号
・
令
和
元
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正

予
算
・
第
四
号
（
関
係
分
）
に
係
る
専
決
処
分
の
報
告
及
び

そ
の
承
認
に
つ
い
て

の
二
件
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
会
一

致
で
、
承
認
し
ま
し
た
。

八代市総合防災訓練開催！



成松 由紀夫

太田　広則

質 疑
一 般 質 問

○
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

○
八
代
民
俗
伝
統
芸
能
伝
承
館
（
仮
称
）
の
整
備

に
つ
い
て

○
八
代
畳
表
認
知
向
上
・
需
要
拡
大
事
業
に
つ
い

て
○
本
市
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
施
策
に
つ
い
て

質問通告◆
八
代
畳
表
認
知
向
上
・
需
要
拡
大
事
業
に
つ
い
て

問　

こ
の
た
び
、
八
代
市
・
氷
川
町
・
山
中
産
業
株

式
会
社
の
三
者
で
「
八
代
産
畳
表
振
興
に
関
す
る
協

定
」
が
締
結
さ
れ
た
が
、
連
携
協
定
締
結
に
至
っ
た

経
緯
と
協
定
締
結
を
機
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み

を
進
め
て
い
く
の
か
伺
う
。
ま
た
、
九
月
定
例
会
に

提
出
さ
れ
て
い
る
八
代
畳
表
認
知
向
上
・
需
要
拡
大

事
業
の
補
正
予
算
の
内
容
を
含
め
て
伺
う
。

答　

農
林
水
産
部
長　

山
中
産
業
株
式
会
社
よ
り

「
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
国
産
畳
表
を
守
る
た

め
、
是
非
協
力
し
た
い
」
と
の
申
し
出
を
い
た
だ
き
、

国
産
畳
表
振
興
の
た
め
に
は
、
全
国
展
開
を
見
据
え

た
大
規
模
な
Ｐ
Ｒ
活
動
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
意

見
で
一
致
し
た
。
そ
こ
で
、
イ
産
業
の
事
業
を
共
に

推
進
し
て
き
た
氷
川
町
を
含
め
、
協
定
締
結
に
至
っ

た
。
今
後
、
八
代
産
畳
表
の
認
知
向
上
・
需
要
拡
大
を

推
進
す
る
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、
Ｐ
Ｒ
の
手
法
に
つ

い
て
事
業
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
補

正
予
算
は
、
事
業
計
画
策
定
等
に
必
要
な
経
費
で
あ

る
。

○
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
と
手
続
の
効
率

化
に
つ
い
て

○
高
齢
者
の
自
動
車
免
許
返
納
後
の
支
援
策
に

つ
い
て

○
介
護
認
定
要
支
援
者
に
対
す
る
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
が
減
少
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て

質問通告◆
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
と
手
続
の
効
率
化
に

つ
い
て

問　

大
切
な
御
家
族
を
亡
く
さ
れ
た
後
の
市
役
所

に
お
け
る
手
続
は
、
経
験
上
大
変
だ
っ
た
印
象
し
か

な
い
。
市
役
所
窓
口
に
来
ら
れ
た
御
遺
族
が
、
他
の

窓
口
に
移
動
す
る
こ
と
な
く
手
続
が
で
き
る
と
い

う
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
的
な
観
点
か

ら
、
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
は
と
て
も
有
効
な

手
段
と
考
え
る
。
こ
の
、
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
設
置

に
つ
い
て
の
認
識
と
そ
の
実
現
性
は
あ
る
の
か
を

問
う
。

答　

総
務
企
画
部
長　

お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
は
、
御

遺
族
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ

ー
ビ
ス
窓
口
で
、
本
市
で
も
取
り
組
む
必
要
が
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。
既
に
本
市
で
は
、
各
窓
口
関
係

課
で
総
合
窓
口
化
専
門
部
会
を
設
置
し
、
事
務
の
内

容
と
課
題
解
決
に
つ
い
て
研
究
を
行
い
、
お
く
や
み

コ
ー
ナ
ー
の
開
始
時
期
を
令
和
二
年
八
月
と
決
定
し

た
。
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
事
前
予
約
に
よ
り

御
遺
族
の
手
続
を
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
を
作
成
し
、
必
要
な
手
続
や
準
備
い
た
だ
く

物
の
紹
介
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

　議案に対する質疑と市政の各般にわたる一般質問は、９月17日から20日までの４日間、
13人が通告・登壇し、幅広い活発な議論が展開されました。
　主な質問のあらましと答弁の要旨は、次のとおりです。（通告順）
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西濵　和博

堀　徹男

○
台
風
時
に
お
け
る
ご
み
収
集
に
つ
い
て

○
風
水
害
時
に
お
け
る
避
難
所
に
つ
い
て

○
市
立
図
書
館
及
び
子
ど
も
の
読
書
活
動
推
進
に

つ
い
て

質問通告◆
風
水
害
時
に
お
け
る
避
難
所
に
つ
い
て

問　

風
水
害
時
に
お
け
る
市
民
の
生
命
を
守
る
た

め
の
避
難
所
の
浸
水
へ
の
安
全
性
に
対
す
る
認
識

に
つ
い
て
伺
う
。

答　

総
務
企
画
部
長　

本
市
で
は
災
害
時
に
占
有

で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等
を
一
次
避
難

所
と
し
て
い
る
。
国
作
成
の
球
磨
川
水
系
洪
水
浸
水

想
定
区
域
図
に
よ
る
と
、
氾
濫
し
た
場
合
、
市
内
平

野
部
の
ほ
と
ん
ど
が
浸
水
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
想

定
区
域
内
に
あ
る
避
難
所
開
設
で
は
、
気
象
状
況
や

想
定
さ
れ
る
災
害
内
容
を
充
分
精
査
し
選
定
を
行

っ
て
い
る
が
、
開
設
後
に
想
定
で
き
な
か
っ
た
変
動

等
に
よ
り
、
浸
水
の
お
そ
れ
が
高
ま
っ
た
場
合
は

別
の
安
全
な
場
所
へ
移
動
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も

あ
る
。

問　

避
難
所
の
移
動
は
現
実
的
で
は
な
い
。
す
ぐ
に
高

所
へ
移
動
で
き
る
小
中
学
校
の
体
育
館
を
一
次
の

段
階
か
ら
開
放
す
る
べ
き
と
思
う
が
考
え
を
伺
う
。

答　

総
務
企
画
部
長　

小
中
学
校
の
体
育
館
等
は
、

災
害
の
種
類
・
規
模
に
よ
っ
て
は
、
一
次
避
難
所
の

代
替
施
設
と
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
要
支
援
者
等

の
配
慮
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
問
題
も
含
め
、
引
き
続

き
関
係
機
関
と
調
整
を
図
っ
て
い
く
。

　

○
本
市
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
に
関
す
る
現
状

と
課
題
及
び
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

○
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
と
地
方
自
治

体
か
ら
見
た
地
方
交
付
税
措
置
の
あ
り
方
に
つ

い
て

○
本
市
に
お
け
る
子
育
て
支
援
体
制
の
強
化
策

「
産
後
ケ
ア
事
業
」
に
つ
い
て

質問通告◆
本
市
に
お
け
る
歯
科
保
健
医
療
に
関
す
る
現
状

　

と
課
題
及
び
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　

本
市
に
お
け
る
虫
歯
等
の
治
療
が
必
要
な
小

学
生
の
割
合
は
、
お
お
む
ね
三
人
に
一
人
。
中
学
生

で
は
お
お
む
ね
四
人
に
一
人
の
割
合
。
ま
た
、
虫
歯

等
の
治
療
が
必
要
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
ま
だ
治
療
を

し
て
い
な
い
小
中
学
生
が
約
千
百
人
も
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
昨
年
十
二
月
に
成

立
し
た
「
成
育
基
本
法
」
を
受
け
、
学
校
健
診
情
報

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
よ
る
活
用
方
策
と
し
て
「
ラ

イ
フ
コ
ー
ス
デ
ー
タ
の
構
築
」
を
提
案
す
る
が
執
行

部
の
考
え
を
伺
う
。

答　

教
育
部
長　

提
案
に
つ
い
て
、
主
体
事
業
者
や

現
在
実
施
し
て
い
る
自
治
体
か
ら
情
報
を
収
集
し
、

制
度
や
内
容
、
効
果
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

問　

地
域
医
療
に
お
い
て
、
病
院
と
歯
科
の
相
互
連

携
は
相
当
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
期
待
さ
れ
る
。

「
病
院
歯
科
」
の
開
設
に
向
け
て
の
市
長
の
思
い
を

伺
う
。

答　

市
長　

医
療
と
歯
科
の
連
携
拠
点
と
し
て
も

重
要
な
機
能
を
持
ち
、
八
代
圏
域
に
も
必
要
と
認
識

し
て
い
る
。
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
病
院
歯
科
の

開
設
に
向
け
た
取
り
組
み
に
協
力
し
て
い
く
。　

○
本
市
に
お
け
る
林
業
振
興
に
つ
い
て

○
本
市
の
防
災
事
業
に
つ
い
て

質問通告◆
本
市
に
お
け
る
林
業
振
興
に
つ
い
て

問　

本
市
に
は
、
豊
富
な
森
林
資
源
の
中
で
、
先
人

が
長
年
に
わ
た
り
育
て
て
き
た
人
工
林
が
あ
る
。

杉
・
ヒ
ノ
キ
な
ど
が
、
立
派
に
成
長
し
、
製
品
木
材

と
し
て
生
か
さ
れ
る
。
伐
採
時
期
に
来
て
い
る
木
材

主
伐
後
の
再
造
林
や
、
害
獣
防
止
ネ
ッ
ト
の
設
置
・

下
刈
り
・
除
伐
・
保
育
間
伐
の
森
林
整
備
等
の
作
業

量
は
多
く
、
人
材
確
保
も
必
要
で
あ
る
。
主
伐
後
の

苗
木
不
足
問
題
及
び
林
業
者
の
高
齢
化
・
担
い
手
育

成
に
つ
い
て
問
う
。

答　

農
林
水
産
部
長　

杉
や
ヒ
ノ
キ
の
伐
採
後
の
植

林
に
際
し
て
、
必
要
と
な
る
苗
木
の
不
足
問
題
に
つ

い
て
は
、
八
代
地
域
林
業
研
究
・
普
及
連
絡
協
議
会

に
お
い
て
、
苗
木
生
産
量
拡
大
と
生
産
技
術
の
向
上

に
向
け
た
研
修
と
、
意
見
交
換
な
ど
が
行
わ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
林
業
者
の
高
齢
化
・
担
い
手
育
成
対
策
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
増
加
傾
向
に
あ
る
伐
採
後
の
植

林
に
対
応
す
る
た
め
、
林
業
の
魅
力
を
広
く
発
信
す

る
と
と
も
に
、
国
や
県
の
担
い
手
対
策
制
度
を
周
知

し
な
が
ら
、
本
市
で
の
新
規
林
業
就
業
者
の
確
保
に

努
め
て
い
く
。

　

谷川　　登
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大倉 裕一

上村　哲三

○
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
つ
い
て　

○
多
文
化
共
生
に
向
け
た
本
市
の
取
り
組
み
に

つ
い
て

質問通告◆
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
つ
い
て

問　

本
年
五
月
に
成
立
し
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
十
月
か
ら

実
施
さ
れ
る
子
育
て
世
代
の
経
済
的
な
影
響
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
伺

う
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
本
市
で
実
施
し
て
き
た
独
自

の
子
育
て
世
代
へ
の
経
済
的
負
担
軽
減
策
は
、
今
後
、

ど
の
よ
う
な
内
容
と
な
る
の
か
伺
う
。

答　

健
康
福
祉
部
長　

幼
稚
園
や
保
育
園
な
ど
を
利

用
す
る
三
歳
か
ら
五
歳
ま
で
の
子
ど
も
と
零
歳
か
ら

二
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
ど
も
の
保
育

料
が
無
料
と
な
り
、
保
護
者
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。

無
償
化
後
も
保
育
料
の
負
担
が
あ
る
世
帯
は
、
こ
れ

ま
で
実
施
し
て
い
る
本
市
独
自
の
保
育
料
の
負
担
軽

減
策
は
継
続
し
て
行
い
、
保
育
料
の
負
担
が
ふ
え
る

こ
と
は
な
い
。
副
食
費
は
、
無
償
化
の
対
象
外
と
な

る
が
、
年
収
三
六
十
万
円
未
満
の
世
帯
の
子
ど
も
と

第
三
子
以
降
の
子
ど
も
は
免
除
と
し
、
保
護
者
の
負

担
が
ふ
え
な
い
よ
う
対
応
を
図
る
。

　

○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
進
捗
状
況
と
課
題

に
つ
い
て

○
本
市
に
お
け
る
認
知
症
施
策
に
つ
い
て

○
視
覚
障
害
者
の
た
め
の
日
常
生
活
用
具
給
付
に

つ
い
て

○
災
害
時
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て

質問通告◆
視
覚
障
害
者
の
た
め
の
日
常
生
活
用
具
給
付
に
つ

い
て

問　

難
病
指
定
さ
れ
て
い
る
網
膜
色
素
変
性
症
の

患
者
は
、
暗
い
所
で
の
視
力
が
極
端
に
落
ち
る
症
状

が
あ
る
。
こ
の
症
状
に
有
効
な
機
器
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
視
覚
障
害
者
の
た
め
の
日
常
生
活
用
具
と
し

て
給
付
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
網
膜
色
素
変
性
症

の
患
者
に
有
効
な
用
具
に
対
す
る
本
市
の
認
識
と

そ
の
用
具
を
給
付
対
象
の
品
目
と
す
る
こ
と
に
対

し
て
、
市
の
考
え
を
問
う
。

答　

健
康
福
祉
部
長　

網
膜
色
素
変
性
症
に
有
効
な

用
具
は
、
カ
メ
ラ
で
捉
え
た
像
を
、
明
る
い
像
と
し

て
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
投
影
す
る
機
器
で
、
暗
い
所
で

も
対
象
物
を
自
然
な
色
彩
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
機
器
に
よ
り
、
網
膜
色
素
変
性

症
等
の
方
に
と
っ
て
、
生
活
の
質
の
向
上
が
期
待
さ

れ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
機
器
を
日
常

生
活
用
具
の
対
象
品
目
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

本
事
業
の
目
的
や
国
が
示
し
て
い
る
要
件
を
踏
ま
え

た
上
で
、
当
事
者
団
体
の
意
見
や
県
内
他
市
の
実
施

状
況
等
を
参
考
に
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

○
主
要
農
作
物
種
子
法
廃
止
に
つ
い
て

○
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
（
通
称
こ
い
こ
い
通
り
）

整
備
に
つ
い
て

○
本
市
の
経
済
状
況
の
認
識
と
そ
の
対
策
に
つ

い
て

○
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
つ
い
て

質問通告◆
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
つ
い
て

問　

臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
現
状
を
伺
う
。

答　

市
長
公
室
長　

雇
用
総
数
は
四
百
八
十
五
名

で
あ
る
。
一
般
的
な
事
務
補
助
員
を
例
に
挙
げ
る
と
、

時
給
七
百
九
十
五
円
、
日
額
六
千
百
六
十
円
、
一
ケ

月
二
十
日
間
勤
務
で
月
額
十
二
万
三
千
二
百
円
、
年

収
は
十
ケ
月
で
百
二
十
三
万
二
千
円
と
な
る
。

問　

令
和
二
年
四
月
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
制

度
が
導
入
さ
れ
る
。
雇
用
の
最
長
年
数
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
職
員
へ
の
期
末
手
当
支
給
の
考
え
、
給
与
水
準
、

新
制
度
に
移
行
し
た
場
合
の
人
件
費
総
額
を
伺
う
。

答　

市
長
公
室
長　

雇
用
の
最
長
年
数
は
三
年
で
、

再
度
の
募
集
は
こ
れ
ま
で
の
任
用
回
数
や
年
数
、
年

齢
制
限
は
な
い
。
ま
た
、
期
末
手
当
は
、
総
務
省
の

事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
任
用
期
間
が
六

ケ
月
以
上
で
週
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三
十
分

以
上
の
方
に
は
支
給
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

給
与
水
準
に
つ
い
て
は
時
給
や
月
額
は
現
行
の
水

準
は
確
保
す
る
予
定
で
、
年
収
で
は
収
入
増
に
な
る
。

総
額
は
一
億
四
千
万
円
増
で
約
十
億
円
と
な
る
。

橋本　隆一

12市議会だより第57号 （令和元年９月定例会）



亀田　英雄

北園　武広

橋本 徳一郎

北園　武広

○
八
代
っ
子
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議
会
の
取
り
組
み
に

つ
い
て

○
本
市
の
農
業
振
興
策
に
つ
い
て

○
日
奈
久
温
泉
の
源
泉
に
つ
い
て

質問通告◆
日
奈
久
温
泉
の
源
泉
に
つ
い
て

問　

日
奈
久
の
観
光
振
興
を
図
る
う
え
で
温
泉
は

生
命
線
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
地
域
資
源
で
あ
る
温
泉

を
後
世
に
繋
げ
る
こ
と
は
、
重
要
な
地
域
課
題
の
ひ

と
つ
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
源
泉
に
対
す
る
対

応
に
つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、
源
泉
を
所
有
し
て
い
る

事
業
者
は
、
施
設
の
老
朽
化
な
ど
に
大
変
苦
慮
さ
れ

て
い
る
が
、
今
後
の
対
応
を
含
め
、
ど
の
よ
う
に
か

か
わ
っ
て
い
く
の
か
を
伺
う
。

答　

経
済
文
化
交
流
部
長　

平
成
二
十
八
年
六
月

に
、
日
奈
久
温
泉
旅
館
協
同
組
合
か
ら
提
出
さ
れ
た

陳
情
書
へ
の
対
応
や
、
同
組
合
の
総
会
へ
の
参
加
を

通
じ
情
報
の
収
集
な
ど
に
努
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
今
後
は
、
日
奈
久
温
泉
旅
館
協
同
組
合
を

初
め
、
源
泉
を
所
有
す
る
事
業
者
へ
の
意
見
聴
取

を
行
う
こ
と
が
、
肝
要
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
日
奈
久
温
泉
の
源
泉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
他

市
町
村
の
事
例
や
国
の
補
助
金
制
度
の
活
用
な
ど
、

関
係
者
と
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
な
ど
を
整
理
し
た
い
と
考

え
る
。

○
県
道
中
津
道
八
代
線
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

○
第
二
十
五
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
総
括

に
つ
い
て

○
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
つ
い
て

○
新
庁
舎
建
設
工
事
に
係
る
入
札
に
つ
い
て

質問通告◆
県
道
中
津
道
八
代
線
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

問　

こ
れ
ま
で
何
回
と
な
く
取
り
上
げ
て
い
る
こ

の
課
題
に
つ
い
て
、
現
在
の
進
捗
状
況
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
今
後
の
取
り
組
み
は

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
伺
う
。

答　

建
設
部
長　

本
区
間
の
整
備
は
国
庫
補
助
の

採
択
基
準
に
則
し
な
い
た
め
、
整
備
に
多
大
な
費
用

と
時
間
を
要
す
る
こ
と
。
ま
た
、
Ｊ
Ｒ
九
州
と
の
協

議
の
中
で
、
新
た
な
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、

現
在
、
県
で
は
橋
梁
新
設
を
必
要
と
し
な
い
既
設
の

橋
梁
を
活
用
し
た
新
た
な
「
山
越
え
案
」
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
今
年
度
「
測
量
設
計
業

務
委
託
」
が
発
注
さ
れ
て
い
る
。
県
か
ら
は
、
今
回

の
委
託
の
結
果
を
基
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
精
査
し

た
う
え
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州
と
の
計
画
協
議
を
行
い
、
事

業
化
へ
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
、
伺
っ
て

い
る
。

　

本
市
と
し
て
は
、
市
町
村
合
併
時
に
附
帯
意
見
と

し
て
採
択
さ
れ
た
案
件
で
も
あ
り
、
重
要
な
課
題
と

し
て
認
識
し
て
お
り
、
今
後
も
機
会
を
捉
え
、
要
望

活
動
を
行
っ
て
い
く
。

○
都
市
計
画
道
路
中
央
線
に
つ
い
て

○
新
庁
舎
建
設
計
画
に
つ
い
て

○
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う
本
市
の
対

応
に
つ
い
て

質問通告◆
新
庁
舎
建
設
計
画
に
つ
い
て

問　

新
庁
舎
建
設
に
伴
い
、
周
辺
住
民
よ
り
周
辺
道

路
の
渋
滞
を
心
配
す
る
声
を
聞
く
。
特
に
、
東
側
道

路
は
現
在
で
も
、
他
施
設
駐
車
場
に
対
す
る
進
入
待

機
車
両
に
よ
る
渋
滞
傾
向
に
あ
る
。
庁
舎
へ
の
車
両

進
入
路
は
実
施
設
計
の
図
面
で
は
、
現
状
の
東
側
に

二
カ
所
、
西
側
に
一
カ
所
で
あ
り
、
同
じ
幅
員
で
あ

る
。
今
後
の
庁
舎
外
溝
工
事
に
向
け
た
渋
滞
緩
和
に

配
慮
し
た
設
計
・
表
示
は
可
能
か
を
問
う
。

答　

財
務
部
長　

新
庁
舎
の
敷
地
は
、
四
方
を
道
路

に
囲
ま
れ
て
お
り
、
交
差
点
な
ど
の
関
係
か
ら
、
従

来
の
庁
舎
と
同
様
、
車
両
は
東
側
道
路
と
西
側
道
路

か
ら
の
出
入
り
と
し
て
い
る
。

　

東
側
道
路
か
ら
の
出
入
り
に
つ
い
て
は
、
現
状
で

の
位
置
や
幅
に
つ
い
て
警
察
と
協
議
を
行
っ
た
結

果
、
東
側
に
立
地
す
る
病
院
の
駐
車
場
の
位
置
や
交

差
点
の
関
係
か
ら
、
既
存
の
出
入
口
の
変
更
は
困
難

で
あ
り
、
今
後
の
計
画
に
お
い
て
、
西
側
道
路
に
誘

導
で
き
る
サ
イ
ン
や
標
識
な
ど
を
有
効
に
設
置
す
る

こ
と
で
、
で
き
る
限
り
渋
滞
緩
和
に
努
め
た
い
と
考

え
て
い
る
。
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前川　祥子

○
教
職
員
の
配
置
状
況
に
つ
い
て

○
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
に
つ

い
て

○
中
心
市
街
地
活
性
化
に
つ
い
て

質問通告◆
中
心
市
街
地
活
性
化
に
つ
い
て

問　

中
心
市
街
地
活
性
化
の
ま
ち
づ
く
り
の
現
状

と
今
後
の
取
り
組
み
の
中
で
、
市
役
所
か
ら
本
町
ア

ー
ケ
ー
ド
を
結
ぶ
「
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
整
備
」
の
取

り
組
み
内
容
と
整
備
後
の
活
用
の
仕
方
に
つ
い
て

伺
う
。

答　

建
設
部
長　

「
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
整
備
」
は
道

路
延
長
二
百
六
十
メ
ー
ト
ル
を
歩
道
と
車
道
の
段

差
を
緩
和
し
、
安
全
で
安
心
な
明
る
い
道
路
と
す

る
。
さ
ら
に
、
東
屋
や
池
が
あ
る
場
所
を
キ
ッ
チ
ン

カ
ー
等
で
の
乗
り
入
れ
が
可
能
な
「
オ
ー
プ
ン
ス
ペ

ー
ス
」
と
し
、
誘
客
施
設
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
ベ
ン
チ

等
で
再
整
備
を
行
う
。
八
代
く
ま
川
祭
り
、
本
町
土

曜
市
等
と
連
携
し
、
夜
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ

ピ
ン
グ
の
投
影
が
可
能
と
な
り
、
イ
ベ
ン
ト
会
場
と

し
て
活
用
で
き
る
。
今
後
、
ク
ル
ー
ズ
客
船
の
乗
客
、

観
光
客
、
八
代
市
民
の
「
く
つ
ろ
ぎ
の
場
」、「
人
の

集
え
る
場
」
さ
ら
に
「
情
報
発
信
の
場
」
と
な
る
よ

う
、
ま
ち
な
か
活
性
化
協
議
会
や
各
商
店
街
振
興
組

合
等
と
連
携
し
、
中
心
市
街
地
へ
人
の
流
れ
を
つ
く

り
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。

　

○
第
二
期
八
代
市
教
育
振
興
基
本
計
画
に
お
け
る

生
涯
学
習
の
推
進
に
つ
い
て

○
移
住
定
住
促
進
に
お
け
る
空
き
家
バ
ン
ク
に
つ

い
て

○
肥
薩
お
れ
ん
じ
鉄
道
に
つ
い
て

質問通告◆
第
二
期
八
代
市
教
育
振
興
基
本
計
画
に
お
け
る

　

生
涯
学
習
の
推
進
に
つ
い
て

問　

本
市
で
は
こ
れ
ま
で
の
校
区
公
民
館
体
制
を

八
代
市
公
民
館
一
館
体
制
と
し
た
。
一
館
体
制
と
な

っ
た
経
緯
と
そ
の
後
の
生
涯
学
習
の
推
進
体
制
を

問
う
。
ま
た
、
講
座
募
集
等
の
周
知
方
法
と
市
民
の

年
代
別
の
生
涯
学
習
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
対
応
や

地
理
的
不
便
さ
で
、
地
域
の
人
々
に
学
習
機
会
が
減

少
し
て
は
い
な
い
か
等
を
伺
う
。
さ
ら
に
は
、
生
涯

学
習
を
通
じ
た
人
づ
く
り
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
を
伺
う
。

答　

教
育
長
・
教
育
部
長　

校
区
公
民
館
が
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
用
途
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
機

に
、
八
代
市
公
民
館
一
館
体
制
と
し
、
職
員
の
集
約

等
、
生
涯
学
習
推
進
体
制
の
充
実
を
図
っ
た
。
市
民

の
学
習
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が
ら
、
年
代
別
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
企
画
し
、
幅
広
い
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
お
で
か
け
公
民
館
講
座
等
、
地
域
に
お
い

て
も
積
極
的
に
学
習
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
市
民

が
自
ら
学
び
、
楽
し
む
、
生
き
が
い
あ
る
暮
ら
し
が

心
豊
か
な
人
づ
く
り
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
の
で
、

今
後
も
生
涯
学
習
を
通
じ
た
人
づ
く
り
に
努
め
て
い

く
。

金子　昌平

　

去
る
十
月
二
十
九
日
の
一
日
間
、
臨
時
会
が
開
か
れ
、
市

長
か
ら
議
案
二
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
臨
時
会
は
、
補
正
予
算
等
の
専
決
処
分
の
報
告
及

び
そ
の
承
認
に
つ
い
て
と
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
で
あ
り
、

審
査
の
結
果
可
決
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

◆
専
決
処
分
の
報
告
及
び
そ
の
承
認
に
つ
い
て
（
令
和
元
年

度
八
代
市
一
般
会
計
補
正
予
算
・
第
七
号
）

　

許
可
更
新
処
分
取
消
請
求
事
件
（
平
成
三
十
年
許
可
分
）

に
つ
い
て
、
控
訴
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
市
勝

訴
の
判
決
が
確
定
し
た
た
め
、
本
市
代
理
人
弁
護
士
へ
の
成

功
報
酬
金
を
支
払
う
経
費
に
つ
い
て
補
正
す
る
も
の
。

　

ま
た
、
相
手
方
か
ら
新
た
に
「
平
成
二
十
九
年
及
び
平
成

三
十
年
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
務
委
託
契
約
」
の
損
害
賠

償
請
求
を
求
め
る
裁
判
が
熊
本
地
方
裁
判
所
へ
提
起
さ
れ
、

令
和
元
年
九
月
十
二
日
に
訴
状
が
届
い
た
こ
と
か
ら
、
早
急

に
対
応
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
訴
訟
関
係
経
費
を
補
正

す
る
も
の
。

・
許
可
更
新
処
分
取
消
請
求
事
件（
平
成
三
十
年
許
可
分
）

弁
護
士
成
功
報
酬
金　
　
　
　

百
八
万
円

・
損
害
賠
償
請
求
事
件（
平
成
二
十
九
年
及
び
平
成
三
十
年

委
託
分
）

損
害
賠
償
請
求
事
件
着
手
金　

二
百
十
一
万
二
千
円

弁
護
士
日
当　
　
　
　
　
　
　

十
三
万
二
千
円

実
費
預
け
金（
通
信
費
等
）　
　

三
万
六
千
円　

◆
八
代
民
俗
伝
統
芸
能
伝
承
館
（
仮
称
）
新
築
工
事
に
係
る

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

工
事
名　

八
代
民
俗
伝
統
芸
能
伝
承
館
（
仮
称
）　
　

　
　
　
　
　
　

新
築
工
事

　

工
事
場
所　

八
代
市
西
松
江
城
町
壱
号
十
一
ノ
一
外
十

　
　
　
　
　
　

六
筆

　

契
約
金
額　

七
億
七
千
百
六
十
五
万
円

　

契
約
の
相
手
方　

藤
永
組
・
豊
岡
組
建
設
工
事
共
同
企

業
体

十
月 

臨
時
会
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議案番号 議　案　名

契約の締結について
（八代市新庁舎建設工事）議案第76号

○＝賛成　×＝反対　－＝議長及び欠席者　除＝除斥（規定により採決に加われない）　※上村哲三議員は議長のため採決には加わっておりません

議案番号 議　案　名

橋本徳一郎君に対する
懲罰の件－

令和元年度八代市一般会計
補正予算（第５号）議案第74号

○＝賛成　×＝反対　－＝議長及び欠席者　除＝除斥（規定により採決に加われない）　※福嶋安徳議員は議長のため採決には加わっておりません

令和元年９月定例会採決結果
〔全会一致で可決した議案〕

〔賛成多数により可決した議案〕

〔賛成多数により可決した議案〕

村
上
　
光
則

大
倉
　
裕
一

野
﨑
　
伸
也

堀
　
　
徹
男

山
本
　
幸
廣

亀
田
　
英
雄

庄
野
　
末
藏

橋
本
徳
一
郎

太
田
　
広
則

橋
本
　
隆
一

鈴
木
田
幸
一

中
村
　
和
美

西
濵
　
和
博

村
山
　
俊
臣

古
嶋
　
津
義

村
川
　
清
則

谷
川
　
　
登

橋
本
　
幸
一

前
川
　
祥
子

髙
山
　
正
夫

福
嶋
　
安
徳

百
田
　
　
隆

北
園
　
武
広

金
子
　
昌
平

増
田
　
一
喜

田
方
　
芳
信

成
松
由
紀
夫

上
村
　
哲
三

××××××××

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○－

村
上
　
光
則

大
倉
　
裕
一

野
﨑
　
伸
也

堀
　
　
徹
男

山
本
　
幸
廣

亀
田
　
英
雄

庄
野
　
末
藏

橋
本
徳
一
郎

太
田
　
広
則

橋
本
　
隆
一

鈴
木
田
幸
一

中
村
　
和
美

西
濵
　
和
博

村
山
　
俊
臣

古
嶋
　
津
義

村
川
　
清
則

谷
川
　
　
登

橋
本
　
幸
一

前
川
　
祥
子

髙
山
　
正
夫

上
村
　
哲
三

百
田
　
　
隆

北
園
　
武
広

金
子
　
昌
平

増
田
　
一
喜

成
松
由
紀
夫

田
方
　
芳
信

福
嶋
　
安
徳

××

○○○

×

○除○○○○○○○○○○○○○○○○○○○－

××××××××

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○－

議案番号 議　　案　　名 議　　案　　名議案番号

議案第51号

議案第52号

議案第53号

議案第54号

議案第55号

議案第56号

議案第57号

議案第58号

議案第59号

議案第60号

議案第61号

議案第62号

議案第63号

議案第64号

議案第65号

議案第66号

議案第67号

議案第68号

議案第69号

議案第70号

議案第71号

議案第72号

議案第73号

議案第75号

議案第77号

請願第1号

請願第2号

議案第89号

議案第90号

議案第91号

発議案10号

平成３０年度八代市水道事業会計利益の処分及び
決算の認定について

平成３０年度八代市病院事業会計決算の認定につ
いて

平成３０年度八代市下水道事業会計利益の処分及
び決算の認定について

令和元年度八代市一般会計補正予算・第６号

令和元年度八代市介護保険特別会計補正予算・第
２号

専決処分の報告及びその承認について（令和元年
度八代市一般会計補正予算・第３号）

専決処分の報告及びその承認について（令和元年
度八代市一般会計補正予算・第４号）

契約の締結について（高田コミュニティセンター
改築工事）

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について

八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の
制定について

八代市職員の分限に関する手続及び効果に関する
条例等の一部改正について

八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条
例の一部改正について

八代市印鑑条例の一部改正について

八代市手数料条例の一部改正について

八代市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改
正について

八代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正について

八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部改正について

八代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部改正について

八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の利用者負担額等に関する条例の一部改正について

八代市奨学資金貸付に関する条例の一部改正につ
いて

八代市立小学校設置条例の一部改正について

八代市市民農園条例の一部改正について

八代市水道事業給水条例及び八代市簡易水道事業
給水条例の一部改正について

契約の締結について（八代市防災行政情報通信シ
ステム整備委託）

契約の締結について（八代市新庁舎建設に係るＣ
ＬＴ製造等業務）

市道腰越平線の早期災害復旧について

教職員定数の改善及び義務教育に係る確実な財源
保障に関する意見書の提出方について

教育委員会委員の任命につき同意を求めることに
ついて（奥村 留美子氏）

公平委員会委員の選任につき同意を求めることに
ついて（山本 八重子氏）

監査委員の選任につき同意を求めることについて
（古嶋 津義氏）

教職員定数の改善及び義務教育に係る確実な財源
保障に関する意見書の提出方について
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寒
冷
の
候
、
市
民
の
皆
様

に
は
御
健
勝
に
て
お
過
ご
し

の
こ
と
と
お
察
し
し
ま
す
。

　

市
議
会
に
お
い
て
は
、
各

常
任
委
員
会
が
二
年
の
任
期

満
了
を
迎
え
、
新
た
な
構
成

と
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
議

会
広
報
委
員
会
も
新
し
い
メ

ン
バ
ー
の
も
と
、
ス
タ
ー
ト

し
、
意
気
込
み
を
新
た
に
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
議
会

一
丸
と
な
っ
て
、
市
政
発
展

に
向
け
尽
力
す
る
と
と
も
に

開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、

読
者
視
点
で
の
編
集
や
特
集

ペ
ー
ジ
の
掲
載
な
ど
検
討
を

重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
も
皆
様
に
満
足
い
た

だ
け
る
紙
面
づ
く
り
を
目
指

し
て
、
精
い
っ
ぱ
い
頑
張
っ

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

八
代
市
議
会
広
報
委
員
会

　

委  

員  

長　

成
松
由
紀
夫

副
委
員
長　

増
田　

一
喜

北
園　

武
広

谷
川　
　

登

野
﨑　

伸
也

村
上　

光
則

台湾バドミントン協会と八代市・熊本県バドミントン協会・八代市バドミントン協会
とのスポーツ分野における友好交流覚書調印式

　

令
和
元
年
九
月
五
日
か
ら
九
日 

台
湾
台
北
市
に
お
い
て
、
市
長
が

プ
レ
ゼ
ン
タ
ー
を
務
め
る
「
チ
ャ

イ
ニ
ー
ズ
台
北
オ
ー
プ
ン
２
０
１

９
」
及
び
「
台
湾
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

協
会
と
の
友
好
交
流
覚
書
調
印

式
」
に
議
会
を
代
表
し
、
福
嶋
議

長
（
当
時
）、
成
松
経
済
企
業
委

員
長
（
当
時
）
が
、
参
加
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
、
熊
本
県
、
熊

本
県
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
、
八
代

市
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
と
と
も
に

台
湾
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
を
訪
問

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
丁
重

な
お
も
て
な
し
を
い
た
だ
く
な
ど

友
好
的
な
交
流
を
重
ね
て
き
て
お

り
ま
す
。

　

今
回
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
バ

ド
ミ
ン
ト
ン
が
盛
ん
な
本
市
と
世

界
の
強
豪
国
で
あ
る
台
湾
バ
ド
ミ

ン
ト
ン
協
会
で
友
好
交
流
の
調
印

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
覚
書

の
調
印
は
大
変
名
誉
な
こ
と
で
あ

り
、
今
後
の
本
市
の
ス
ポ
ー
ツ
振

興
に
も
た
ら
す
影
響
は
計
り
知
れ

な
い
も
の
が
あ
る
と
期
待
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
台
湾
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
協
会
の
張
理
事
長
か
ら
も

調
印
式
を
通
じ
て
今
後
の
交

流
を
深
め
、
ジ
ュ
ニ
ア
の
交

流
や
親
善
試
合
、
ま
た
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
レ
ベ
ル
の
選
手
の

交
流
も
考
え
て
い
る
と
の
お

言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

市
議
会
と
し
て
も
、
本
市

の
各
種
競
技
の
国
際
交
流
に

つ
い
て
も
認
識
を
深
め
、
子

供
た
ち
の
未
来
に
つ
な
げ
て

ま
い
り
ま
す
。
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